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│
│
景
帝
中
五
年
改
革
の
意
義
の
再
検
討
│
│

安

永

知

晃

は

じ

め

に

前
漢
の
景
帝
前
三
年
（
前
一
五
四
）、
呉
楚
七
国
の
乱
が
起
こ
る
。
当
時
の
劉
氏
一
族
の
長
で
あ
っ
た
呉
王
濞
を
中
心
と
し
て
起
こ
っ

た
大
規
模
な
乱
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
三
ヶ
月
で
あ
っ
け
な
く
鎮
圧
さ
れ
る
。
こ
の
乱
後
の
諸
侯
王
に
つ
い
て
、
司
馬
遷
は
『
史

記
』
巻
五
十
九
五
宗
世
家
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

自
呉
楚
反
後
、
五
宗
王
世
、
漢
為
置
二
千
石
、
去
丞
相
曰
相
、
銀
印
。
諸
侯
独
得
食
租
税
、
奪
之
権
。
其
後
諸
侯
貧
者
或
乗
牛
車

也
。

ま
た
『
漢
書
』
巻
十
四
諸
侯
王
表
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

景
遭
七
国
之
難
、
抑
損
諸
侯
、
減
黜
其
官
。
武
有
衡
山
、
淮
南
之
謀
、
作
左
官
之
律
、
設
附
益
之
法
、
諸
侯
惟
得
衣
食
税
租
、
不
与

政
事
。

呉
楚
の
乱
後
、
漢
が
直
接
二
千
石
を
置
き
丞
相
を
相
と
改
め
る
な
ど
の
改
革
（
景
帝
中
五
年
（
前
一
四
五
）
に
行
わ
れ
た
）
が
あ
り
、
諸

侯
王
は
実
権
を
失
い
租
税
を
得
る
だ
け
の
存
在
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
以
後
の
諸
侯
王
の
貧
し
い
者
の
中
に
は
牛
車
に
乗
る
も
の
も

七
九



い
た
と
い
う
。

呉
楚
七
国
の
乱
や
中
五
年
の
官
制
改
革
に
関
す
る
研
究
も
以
上
の
記
述
と
ほ
ぼ
同
じ
見
方
で
あ
る
。
布
目
潮
渢
「
呉
楚
七
国
の
乱
の
背

景
」⑴
は
「
漢
代
に
お
い
て
、
王
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
呉
楚
七
国
の
乱
の
終
末
と
共
に
消
滅
し
た
。」
と
述
べ
る
。
ま
た
鎌
田
重

雄
「
漢
朝
の
王
国
抑
損
策
」⑵
は
「
ま
た
乱
後
、
王
国
の
治
民
権
は
剥
奪
さ
れ
、
諸
侯
王
は
国
の
租
税
に
衣
食
す
る
の
み
に
な
っ
た
こ
と

は
、
漢
書
諸
侯
王
表
の
前
文
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
諸
侯
王
表
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
。
近
年
の
研
究

で
あ
る
杉
村
伸
二
「
景
帝
中
五
年
王
国
改
革
と
国
制
再
編
」⑶
も
、「
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
、
王
国
は
郡
と
ほ
ぼ
同
等
と
な
り
、
王
は
単
に

租
税
に
寄
食
す
る
だ
け
に
至
っ
た
」
と
す
る
。

以
上
の
い
ず
れ
の
研
究
も
継
承
す
べ
き
点
は
多
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
反
乱
を
起
こ
し
た
呉
楚
七
国
に
荷
担
し

な
か
っ
た
諸
侯
王
（「
漢
側
」
諸
侯
王
と
呼
ぶ
）
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
景
帝
は
「
漢
側
」
諸
侯
王
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
統
治
権

回
収
を
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
彼
ら
は
な
ぜ
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
説
明
な
ど
必
要
な
い
と
言

う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
諸
侯
王
へ
の
度
重
な
る
削
地
な
ど
の
強
硬
策
が
呉
楚
七
国
の
乱
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
乱
後

す
ぐ
に
ま
た
統
治
権
回
収
の
よ
う
な
強
硬
策
を
全
て
の
諸
侯
王
に
対
し
て
一
斉
に
進
め
れ
ば
第
二
の
呉
楚
七
国
の
乱
を
引
き
起
こ
し
か
ね

な
い
。
呉
楚
な
ど
の
有
力
諸
侯
王
が
姿
を
消
し
た
と
は
い
え
、
諸
侯
王
表
の
序
文
に
あ
る
と
お
り
武
帝
期
に
も
淮
南
王
と
衡
山
王
の
謀
叛

と
い
う
非
常
に
大
き
な
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
大
き
な
改
革
で
あ
れ
ば
尚
の
こ
と
慎
重
に
対
応
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
に
景

帝
皇
子
以
外
の
諸
侯
王
、
す
な
わ
ち
景
帝
の
従
兄
弟
に
当
た
る
淮
南
王
安
・
衡
山
王
賜
（
乱
当
時
は
廬
江
王
）
や
景
帝
弟
の
梁
王
武
ら
に

と
っ
て
は
、
単
な
る
官
制
改
変
な
ら
と
も
か
く
、
唐
突
な
統
治
権
回
収
は
到
底
受
け
入
れ
が
た
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
呉
楚
七
国
は

敗
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
⑷
、
こ
の
改
革
の
主
た
る
対
象
は
「
漢
側
」
諸
侯
王
で
あ
る
。「
漢
側
」
諸
侯
王
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と

な
く
し
て
、
漢
の
国
制
を
転
換
さ
せ
た
諸
侯
王
の
統
治
権
回
収
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
視
点
の
も
と
本
稿
で
は
、
ま
ず
景
帝
中
五
年
改
革
を
改
め
て
整
理
し
検
討
し
て
い
く
。
次
い
で
呉
楚
七
国
の
乱
後
の
「
漢

前
漢
前
半
期
の
対
諸
侯
王
政
策
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側
」
諸
侯
王
の
実
際
的
地
位
を
実
例
を
も
と
に
確
認
す
る
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
王
国
官
制
改
革
と
諸
侯
王
の
実
態
に
つ
い
て
の
知
見
を

も
と
に
、「
漢
側
」
を
中
心
と
す
る
諸
侯
王
が
い
か
に
し
て
「
牛
車
に
乗
る
」
に
至
っ
た
の
か
を
考
え
た
い
と
思
う
。

一
、
景
帝
中
五
年
改
革
の
再
整
理

景
帝
中
五
年
改
革
の
基
本
と
な
る
史
料
は
『
漢
書
』
巻
十
九
百
官
公
卿
表
上
の
諸
侯
王
条
で
あ
る
。

諸
侯
王
、
高
帝
初
置
、
金
璽
�
綬
、
掌
治
其
国
。
有
太
傅
輔
王
、
内
史
治
国
民
、
中
尉
掌
武
職
、
丞
相
統
衆
官
、
群
卿
大
夫
都
官
如

漢
朝
。
景
帝
中
五
年
令
諸
侯
王
不
得
復
治
国
、
天
子
為
置
吏
、
改
丞
相
曰
相
、
省
御
史
大
夫
・
廷
尉
・
少
府
・
宗
正
・
博
士
官
、
大

夫
・
謁
者
・
郎
諸
官
長
丞
皆
損
其
員
。

諸
侯
王
の
統
治
権
を
奪
い
、
丞
相
を
相
に
格
下
げ
し
、
御
史
大
夫
・
廷
尉
・
少
府
・
宗
正
・
博
士
を
省
き
、
そ
の
他
の
官
も
減
員
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
る
。
な
お
、『
史
記
』
巻
十
一
孝
景
本
紀
は
「
中
三
年
冬
、
諸
侯
の
御
史
中
丞
を
罷
む
。」⑸
と
記
し
、『
漢
書
』
景
帝
紀
も

「
三
年
冬
十
一
月
、
諸
侯
の
御
史
大
夫
官
を
罷
む
。」
と
記
し
、
御
史
大
夫
（
中
丞
）
の
廃
止
を
中
五
年
で
は
な
く
中
三
年
と
す
る
。
先
行

研
究
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
中
五
年
改
革
と
い
っ
て
も
こ
こ
に
記
さ
れ
る
全
て
の
改
変
が
中
五
年
に
行

わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
武
帝
期
に
は
王
国
の
太
僕
が
僕
に
格
下
げ
さ
れ
、
郎
中
令
と
と
も
に
秩
禄
を
引
き
下
げ
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
王
国
官
制
改
革
は
漸
漸
と
行
わ
れ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
。

王
国
官
制
改
革
と
王
国
統
治
権
回
収
の
関
係
に
つ
い
て
、
杉
村
伸
二
「
前
漢
景
帝
期
国
制
転
換
の
背
景
」⑹
は
、「
表
面
上
で
は
官
制
の

改
革
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
も
、」
諸
侯
王
が
王
国
を
統
治
す
る
た
め
に
必
要
な
王
国
官
で
あ
る
御
史
官
・
廷
尉
・
少
府
・
宗
正
を
廃

止
す
る
こ
と
で
、「
実
質
的
に
諸
侯
王
を
王
国
統
治
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
巧
妙
な
も
の
だ
っ
た
」
と
す
る
。
王
国
統
治
権
の
回
収
は

大
々
的
な
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
王
国
官
制
改
革
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
と
い
う
。
確
か
に
『
史
記
』・『
漢
書
』
と
も
に

前
漢
前
半
期
の
対
諸
侯
王
政
策
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本
紀
に
は
統
治
権
回
収
に
関
す
る
こ
と
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
大
々
的
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
点
は
従
う
べ
き
で
あ

る
。し

か
し
、
中
五
年
以
後
も
諸
侯
王
が
国
政
に
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
史
料
が
存
在
す
る
。
武
帝
期
、
景
帝
皇
子
の
膠
西
王
端
は

度
々
法
を
犯
し
た
た
め
、
有
司
が
王
の
誅
殺
を
求
め
た
が
、
武
帝
は
兄
弟
で
あ
る
か
ら
と
し
て
膠
西
国
の
領
土
を
削
る
に
留
め
た
。『
史

記
』
巻
五
十
九
五
宗
世
家
に
拠
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
膠
西
王
端
は

端
心
慍
、
遂
為
無
�
省
。
府
庫
壊
漏
、
尽
腐
財
物
、
以
巨
万
計
、
終
不
得
収
徙
。
令
吏
毋
得
収
租
賦
。

と
、
削
地
に
怒
っ
て
国
事
を
省
み
ず
⑺
、
そ
の
結
果
こ
と
ご
と
く
財
物
が
腐
り
官
吏
が
租
賦
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い

う
。
膠
西
王
端
が
国
事
を
省
み
な
か
っ
た
た
め
に
王
国
の
財
物
（
王
個
人
の
財
産
で
は
な
い
）
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と

は
、
武
帝
期
に
お
い
て
も
諸
侯
王
が
王
国
統
治
に
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て
い
た
明
証
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
史
料
が
存
在
す
る
か
ら
に
は
、
官
制
改
革
と
統
治
権
回
収
の
関
連
に
つ
い
て
は
慎
重
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
一
度
百
官

公
卿
表
上
を
見
直
す
と
、
省
か
れ
た
官
の
う
ち
御
史
大
夫
・
廷
尉
・
少
府
・
宗
正
は
長
官
で
あ
る
。
長
官
が
省
か
れ
た
こ
と
は
そ
の
官
庁

も
除
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
御
史
大
夫
の
官
属
の
職
務
に
つ
い
て
、『
漢
書
』
巻
四
十
四
淮
南
衡
山
済
北
王
伝
に
あ
る
、

薄
皇
太
后
の
弟
薄
昭
が
淮
南
王
長
に
送
っ
た
書
に
拠
れ
ば
、

今
諸
侯
子
為
吏
者
、
御
史
主
、
為
軍
吏
者
、
中
尉
主
。
客
出
入
殿
門
者
、
衛
尉
大
行
主
。
諸
従
蛮
夷
来
帰
誼
及
以
亡
名
数
自
占
者
、

内
史
県
令
主
。

と
、
王
国
の
御
史
は
王
国
の
官
吏
を
主
っ
て
い
た
。
ま
た
『
漢
書
』
巻
十
九
百
官
公
卿
表
上
御
史
大
夫
条
に
、

有
両
丞
、
秩
千
石
。
一
曰
中
丞
、
在
殿
中
蘭
台
、
掌
図
籍
秘
書
、
外
督
部
刺
史
、
内
領
侍
御
史
員
十
五
人
、
受
公
卿
奏
事
、
挙
劾
按

章
。

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
朝
と
王
国
の
御
史
が
同
じ
職
務
を
担
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
王
国
内
の
文
書
・
図
書
や
王
国
官
の
上
奏

前
漢
前
半
期
の
対
諸
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王
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策
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も
管
理
し
て
い
た
。
諸
侯
王
の
統
治
権
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
王
国
行
政
に
と
っ
て
必
須
の
業
務
を
担
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
業
務
を
担

う
官
が
廃
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

ほ
か
に
省
か
れ
た
の
は
廷
尉
・
少
府
・
宗
正
で
あ
る
が
、
そ
の
官
属
が
王
国
に
お
い
て
担
っ
た
職
務
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
上
は
、
御
史
大
夫
や
廷
尉
と
と
も
に
太
常
（
奉
常
）
の
属
官
で
あ
る
博
士
が
省
か
れ
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
長

官
が
一
属
官
と
と
も
に
並
列
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
官
庁
を
除
い
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
文
字
通
り
御
史
大
夫
ら
長
官
だ
け
を

省
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
長
官
が
省
か
れ
た
理
由
は
、
中
五
年
ま
で
に
実
際
に
王
国
の
規
模
が
縮
小
し
一
国
一
郡
の
王
国
が
増
え
る
に
つ
れ
⑻
、
数
郡

を
版
図
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
高
官
を
置
く
必
要
性
が
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
御
史
大
夫
の
職
務
は
「
丞

相
を
副
」
け
る
こ
と
（『
漢
書
』
巻
十
九
百
官
公
卿
表
上
）
で
あ
る
が
⑼
、
そ
の
（
丞
）
相
す
ら
王
国
内
の
郡
間
で
の
調
整
を
す
る
こ
と

も
な
く
、
一
郡
の
み
の
王
国
を
統
括
し
王
を
輔
導
す
る
だ
け
で
あ
る
。
高
官
を
省
く
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
高
官
を
省
く
と

同
時
に
諸
長
丞
の
官
員
も
減
ら
し
た
と
あ
る
の
も
、
王
国
の
行
政
規
模
に
合
わ
せ
た
改
変
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
側
面
か
ら
支
え
よ
う
。

ま
た
、
長
官
が
省
か
れ
た
あ
と
は
、
お
そ
ら
く
相
な
ど
ほ
か
の
王
国
官
が
そ
の
官
庁
を
兼
摂
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
漢
書
』
巻
十
九
百

官
公
卿
表
上
の
諸
侯
王
条
に
、

成
帝
綏
和
元
年
省
内
史
、
更
令
相
治
民
、
如
郡
太
守
、
中
尉
如
郡
都
尉
。

と
あ
り
、
内
史
を
省
き
、
内
史
が
担
っ
て
い
た
「
治
民
」
の
職
務
を
相
が
担
う
よ
う
に
し
た
と
あ
る
⑽
が
、
ま
さ
に
長
官
が
省
か
れ
た
あ

と
別
の
王
国
官
が
兼
摂
し
た
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
景
帝
中
五
年
王
国
官
制
改
革
で
は
、
長
官
ら
が
省
か
れ
て
も
そ
の
官
庁
が
除
か
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
諸
侯
王
が
王
国
統
治
を
す
る
こ
と
は
官
制
上
可
能
で
あ
り
、
官
制
改
革
を
以
て
諸
侯
王
の
統
治
権
回
収
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
膠
西
王
端
の
例
か
ら
見
て
も
、
統
治
権
回
収
は
中
五
年
よ
り
遅
れ
る
と
考
え
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
景
帝
中
五
年
改
革
は
漢
代
史
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
長
官
を
省
き
官
員
を
減
ら
し
た
主
た
る
目
的

は
現
実
の
行
政
規
模
に
合
わ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
の
は
丞
相
を
相
に
改
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
改
変

は
、
恵
帝
期
に
王
国
の
相
国
を
省
い
て
丞
相
を
中
央
任
命
と
し
た
こ
と
や
、
武
帝
期
に
王
国
の
太
僕
を
僕
に
格
下
げ
し
た
こ
と
と
同
じ
目

的
の
も
と
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
漢
朝
と
王
国
に
差
等
を
つ
け
る
た
め
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
皇
帝
と
諸
侯
王
の
地
位
の
高

下
も
明
瞭
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
朝
と
王
国
は
漢
初
以
来
、
段
階
的
に
差
等
を
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
⑾
、
景
帝
中
五
年
改

革
も
そ
の
ひ
と
つ
の
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
五
年
官
制
改
革
は
諸
侯
王
の
地
位
に
す
ぐ
さ
ま
本
質
的
変
化
を
迫
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
の
結
論
を
導
く
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
諸
侯
王
の
地
位
の
変
化
は
い
つ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
景
帝
・
武
帝
期
の
諸
侯
王

景
帝
中
五
年
の
王
国
官
制
改
革
が
諸
侯
王
の
本
質
的
変
化
を
促
す
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
諸
侯
王
は
そ
の
地
位
を
変
化

さ
せ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
呉
楚
七
国
の
乱
後
の
諸
侯
王
た
ち
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
か
を
知
る
必
要
が
あ

る
。
王
国
内
で
の
諸
侯
王
の
地
位
、
漢
朝
や
各
王
国
間
と
い
う
意
味
で
の
諸
侯
王
の
国
際
的
地
位
、
と
二
つ
に
分
け
て
見
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

（
一
）
王
国
内
に
お
け
る
諸
侯
王
の
地
位

諸
侯
王
は
皇
帝
か
ら
す
れ
ば
「
諸
侯
」
で
は
あ
る
が
、
自
身
の
王
国
内
に
お
い
て
は
王
で
あ
り
、
そ
の
影
響
力
は
景
帝
・
武
帝
期
に
お

い
て
も
随
所
に
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
淮
南
王
安
で
あ
る
。『
漢
書
』
巻
四
十
四
淮
南
衡
山
済
北
王
伝
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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招
致
賓
客
方
術
之
士
数
千
人
、
作
為
内
書
二
十
一
篇
、
外
書
甚
衆
、
又
有
中
篇
八
巻
、
言
神
仙
黄
白
之
術
、
亦
二
十
餘
万
言
。

書
を
好
む
淮
南
王
安
は
、「
賓
客
方
術
の
士
数
千
人
を
招
致
し
」
た
と
い
う
。
彼
ら
と
共
に
内
書
・
外
書
・
中
篇
を
著
し
た
と
い
う
か
ら
、

王
国
内
に
一
種
の
学
術
サ
ロ
ン
を
作
り
上
げ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
環
境
を
維
持
し
数
千
人
を
招
致
す
る
経
済
力
や
影
響
力

を
、
少
な
く
と
も
淮
南
王
は
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
同
じ
淮
南
国
の
こ
と
と
し
て
、『
史
記
』
巻
一
百
十
八
淮
南
衡
山
列
伝
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

王
后
荼
、
太
子
遷
及
女
陵
得
愛
幸
王
、
擅
国
権
、
侵
奪
民
田
宅
、
妄
致
繋
人
。

淮
南
王
の
王
后
や
王
太
子
・
王
女
が
王
の
「
愛
幸
」
を
得
て
、「
国
権
を
擅
ま
に
し
」
た
と
い
う
。
同
じ
よ
う
に
衡
山
王
賜
も
「
数
し
ば

人
の
田
を
侵
奪
し
、
人
の
冢
を
壊
し
以
て
田
と
為
」
し
た
と
い
う
（『
史
記
』
巻
一
百
十
八
淮
南
衡
山
列
伝
）。

ま
た
、『
史
記
』
巻
五
十
九
五
宗
世
家
に
拠
る
と
、
趙
王
彭
祖
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
相
や
二
千
石
を
巧
み
に
失
脚
さ
せ
、

彭
祖
立
五
十
餘
年
、
相
二
千
石
無
能
満
二
歳
、
輒
以
罪
去
、
大
者
死
、
小
者
刑
、
以
故
二
千
石
莫
敢
治
、
而
趙
王
擅
権
。
使
使
即
県

為
賈
人
榷
会
、
入
多
於
国
経
租
税
。
以
是
趙
王
家
多
金
銭
、
然
所
賜
姫
諸
子
亦
尽
之
矣
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
擅
権
」
し
て
商
人
と
の
売
買
を
独
占
し
、
そ
う
し
て
得
た
利
益
は
王
国
の
常
納
の
租
税
よ
り
多
か
っ
た
と
い
う
。
い

ず
れ
も
、
統
治
者
の
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
が
、
諸
侯
王
が
「
擅
権
」
等
を
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
諸
侯
王
の
王
国
内
に
お
け
る
影
響
力
の
大
き
さ
や
相
当
の
経
済
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
王
国
に
よ

っ
て
格
差
は
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
「
租
税
を
食
む
を
得
る
の
み
」
の
存
在
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
二
）
諸
侯
王
の
国
際
的
地
位

武
帝
期
の
諸
侯
王
に
関
す
る
重
大
事
件
と
い
え
ば
元
狩
元
年
（
前
一
二
二
）
の
淮
南
王
安
と
衡
山
王
賜
の
謀
叛
で
あ
る
。
こ
の
謀
叛
が

重
大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
冒
頭
に
挙
げ
た
『
漢
書
』
諸
侯
王
表
が
景
帝
期
の
呉
楚
七
国
の
乱
と
並
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
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元狩元年（前一二二）宗室系図
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※ゴシック体は元狩元年に健在の諸侯王を指す
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る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
兵
を
挙
げ
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
未
然
に
発
覚
し
た
た
め
、
廷
尉
や
有
司
が
彼
ら
の
罪
を
議
論
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
そ
の
議
論
を
も
と
に
諸
侯
王
の
国
際
的
地
位
を
考
え
た
い
。

元
狩
元
年
当
時
の
諸
侯
王
は
、
系
図
に
示
す
よ
う
に
十
九
王
お
り
、
そ
の
う
ち
景
帝
世
代
は
淮
南
王
安
と
衡
山
王
賜
の
二
王
、
武
帝
世

代
は
九
王
（
う
ち
武
帝
の
兄
弟
が
五
王
）、
武
帝
の
子
世
代
が
七
王
、
武
帝
の
孫
世
代
が
一
王
で
あ
る
。
淮
南
王
安
と
衡
山
王
賜
は
と
も

に
高
祖
の
子
淮
南
王
長
の
子
で
あ
り
、
当
時
の
宗
室
全
体
の
長
老
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
長
老
的
存
在
の
謀
叛
発
覚
は
武
帝
に
と
っ
て
衝
撃
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
処
理
は
難
題
と
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
呉
楚
七

国
の
乱
の
場
合
は
、
反
乱
諸
侯
王
は
全
て
死
し
て
お
り
、
そ
の
処
断
を
議
論
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
淮
南
衡
山
の
謀
叛
の
場
合

は
、
未
然
に
発
覚
し
た
た
め
に
二
王
の
処
断
を
議
論
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

淮
南
王
安
の
謀
叛
発
覚
か
ら
淮
南
王
安
の
自
殺
ま
で
の
流
れ
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
（『
史
記
』
巻
一
百
十
八
淮
南
衡
山
列
伝
）。

衡
山
王
賜
、
淮
南
王
弟
也
、
当
坐
収
、
有
司
請
逮
捕
衡
山
王
。
天
子
曰
、「
諸
侯
各
以
其
国
為
本
、
不
当
相
坐
。
与
諸
侯
王
列
侯
会

肄
丞
相
諸
侯
議
」。
趙
王
彭
祖
、
列
侯
臣
譲
等
四
十
三
人
議
、
皆
曰
、「
淮
南
王
安
甚
大
逆
無
道
、
謀
反
明
白
、
当
伏
誅
」。
膠
西
王

臣
端
議
曰
、「（
略
）
而
論
国
吏
二
百
石
以
上
及
比
者
、
宗
室
近
幸
臣
不
在
法
中
者
、
不
能
相
教
、
当
皆
免
官
削
爵
為
士
伍
、
毋
得
宦

為
吏
。
其
非
吏
、
他
贖
死
金
二
斤
八
両
。
以
章
臣
安
之
罪
、
使
天
下
明
知
臣
子
之
道
、
毋
敢
復
有
邪
僻
倍
畔
之
意
」。
丞
相
弘
、
廷

尉
湯
等
以
聞
、
天
子
使
宗
正
以
符
節
治
王
。
未
至
、
淮
南
王
安
自
剄
殺
。

当
初
は
淮
南
王
安
の
謀
叛
の
み
発
覚
し
た
た
め
、
最
初
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
弟
の
衡
山
王
賜
に
も
罪
を
及
ぼ
す
べ
き
か
ど
う
か
で
あ
っ

た
。
し
か
し
武
帝
は
「
諸
侯
は
各
お
の
其
の
国
を
以
て
本
と
為
せ
ば
、
当
に
相
い
坐
す
べ
か
ら
ず
。」
と
有
司
の
主
張
を
退
け
た
上
で
、

諸
侯
王
や
列
侯
に
淮
南
王
安
の
罪
を
議
論
さ
せ
る
。
淮
南
王
安
に
対
す
る
厳
し
い
意
見
が
出
さ
れ
、
そ
の
議
論
の
結
果
を
受
け
て
武
帝
は

宗
正
に
治
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
前
に
淮
南
王
安
は
自
殺
し
た
と
い
う
。
こ
の
後
、
謀
叛
が
発
覚
し
た
衡
山
王
賜
に
も
追
及
の
手

が
伸
び
、
衡
山
王
賜
も
自
殺
す
る
こ
と
に
な
る
。
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さ
て
、
こ
の
史
料
で
注
目
す
べ
き
は
二
点
あ
る
。
一
点
は
「
諸
侯
は
各
お
の
其
の
国
を
以
て
本
と
為
す
」
と
い
う
武
帝
の
言
葉
で
あ

る
。
通
説
で
は
中
五
年
改
革
以
後
は
王
国
は
実
質
的
に
郡
県
化
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
武
帝
期
に
お
い
て
も
王
国
は
そ
の
自
立
性
を
認
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
謀
叛
の
連
座
を
実
際
に
適
用
す
る
か
否
か
の
議
論
上
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
、
王
国
の
自
立
性
が
単
な

る
建
前
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

も
う
一
点
は
「
与
諸
侯
王
列
侯
会
肄
丞
相
諸
侯
議
」⑿
で
あ
る
。
諸
侯
王
や
列
侯
に
議
論
さ
せ
た
命
令
で
あ
る
が
、
そ
の
「
議
」
を
集

議
と
い
う
。
集
議
に
つ
い
て
は
永
田
英
正
「
漢
代
の
集
議
に
つ
い
て
」⒀
が
あ
り
、
そ
れ
に
拠
る
と
集
議
に
は
朝
議
と
廷
議
が
あ
り
、
そ

の
う
ち
の
廷
議
が
重
要
で
、
議
論
の
結
果
が
そ
の
ま
ま
詔
勅
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
皇
帝
の
諮
問
か
ら
始
ま
り
、
議
題
に
応
じ
て
専
門

家
や
関
係
者
を
召
集
し
て
丞
相
・
御
史
大
夫
を
中
心
に
議
論
す
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
集
議
は
現
実
の
政
治
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
集
議
に
諸
侯
王
が
参
加
す
る
の
は
珍
し
く
、
高
祖
期
の
封
王
に
際
し
て
は
諸
侯
王
が
集
議
に
参
加
し
て
王
に
ふ
さ
わ
し
い
人

物
を
選
ぶ
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
高
祖
よ
り
後
は
封
王
に
際
し
て
集
議
自
体
開
か
れ
て
い
な
い
。
元
狩
元
年
ま
で
に
諸
侯
王
が
集
議
に
参

加
し
た
の
は
、
高
祖
期
の
封
王
を
除
け
ば
文
帝
擁
立
の
集
議
⒁
だ
け
で
あ
る
。
諸
侯
王
の
集
議
参
加
が
少
な
い
理
由
は
ふ
た
つ
考
え
ら

れ
、
ひ
と
つ
は
諸
侯
王
は
基
本
的
に
就
国
し
て
王
国
に
い
る
た
め
、
そ
の
召
集
に
時
間
が
か
か
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
先

に
見
た
諸
侯
王
の
持
つ
自
立
性
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
立
し
て
王
国
を
治
め
て
い
る
た
め
、
王
国
間
あ
る
い
は
王
国
と
漢
朝
は

「
国
際
」
関
係
で
あ
っ
た
（
阿
部
幸
信
「
漢
初
「
郡
国
制
」
再
考
」⒂
）。
つ
ま
り
、
諸
侯
王
は
王
国
の
代
表
と
し
て
国
際
的
問
題
が
生
じ

た
と
き
に
は
当
事
者
あ
る
い
は
関
係
者
と
な
る
。
だ
か
ら
、
王
を
選
ぶ
際
に
は
諸
侯
王
が
集
議
に
参
加
し
（
諸
侯
王
に
皇
子
が
選
ば
れ
る

の
が
慣
例
化
し
た
後
は
集
議
自
体
開
か
れ
な
か
っ
た
が
）、
ま
た
皇
帝
を
選
ぶ
際
に
は
当
時
の
宗
室
の
長
老
的
存
在
の
琅
邪
王
沢
が
劉
氏

の
代
表
と
し
て
集
議
に
参
加
し
て
文
帝
を
擁
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
漢
朝
内
部
の
こ
と
に
関
す
る
集
議
に
は
参
加
す

る
理
由
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
見
方
の
も
と
淮
南
王
安
謀
叛
の
集
議
を
見
る
と
、
長
老
的
存
在
で
あ
る
淮
南
王
安
の
処
断
を
決
め
る
の
は
武
帝
に
と
っ
て
も

難
題
で
あ
っ
た
た
め
、
と
も
に
天
下
を
治
め
る
存
在
で
あ
る
諸
侯
王
を
召
集
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
と
き
召
集
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
は

「
趙
王
彭
祖
、
列
侯
臣
譲
等
四
十
三
人
」
と
あ
る
が
、
後
に
「
膠
西
王
臣
端
議
曰
」
と
し
て
膠
西
王
端
の
発
言
も
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

召
集
さ
れ
た
諸
侯
王
が
趙
王
彭
祖
だ
け
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
淮
南
王
安
と
衡
山
王
賜
を
除
く
と
、
趙
王
彭
祖
が
諸
侯
王
中
最
も
上

の
世
代
か
つ
武
帝
の
兄
で
あ
っ
た
た
め
、
代
表
し
て
名
を
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
趙
王
彭
祖
は
元
狩
元
年
に
入
朝
し
た
記
録
が
あ
る
た

め
も
と
も
と
長
安
に
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
膠
西
王
端
に
入
朝
の
記
録
は
な
い
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
召
集
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
宗
室
中

で
も
上
位
に
あ
る
諸
侯
王
の
意
見
を
採
り
入
れ
、
淮
南
王
安
謀
叛
の
処
理
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
よ
う
と
す
る
武
帝
の
意
図
が
窺
え
る
。
換

言
す
れ
ば
、
諸
侯
王
が
国
際
関
係
の
問
題
解
決
に
あ
た
っ
て
相
当
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
国
際
上
で
相
応
の
地

位
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
武
帝
期
元
狩
元
年
に
お
い
て
も
、
諸
侯
王
は
自
立
し
た
王
国
の
代
表
者
と
し
て
そ
の
高
い
国
際
的
地
位
を
（
建
前
だ

け
で
な
く
現
実
の
影
響
力
も
含
め
て
）
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
武
帝
期
に
お
け
る
諸
侯
王
国
の
削
減
と
そ
の
背
景

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
景
帝
中
五
年
改
革
は
諸
侯
王
の
地
位
を
本
質
的
に
変
え
る
も
の
で
は
な
く
、
武
帝
期
に
な
っ
て
も
王
国

の
規
模
は
縮
小
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
諸
侯
王
は
王
国
内
だ
け
で
な
く
国
際
的
に
も
高
い
地
位
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
い
か
に
し

て
『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に
記
さ
れ
る
「
租
税
を
食
む
を
得
る
の
み
」
の
存
在
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

非
常
に
示
唆
に
富
む
史
料
が
『
漢
書
』
巻
五
十
三
景
十
三
王
伝
の
中
山
王
勝
条
で
あ
る
。

武
帝
初
即
位
、
大
臣
懲
呉
楚
七
国
行
事
、
議
者
多
冤
�
錯
之
策
、
皆
以
諸
侯
連
城
数
十
、
泰
強
、
欲
稍
侵
削
、
数
奏
暴
其
過
悪
。
諸
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侯
王
自
以
骨
肉
至
親
、
先
帝
所
以
広
封
連
城
、
犬
牙
相
錯
者
、
為
盤
石
宗
也
。
今
或
無
罪
、
為
臣
下
所
侵
辱
、
有
司
吹
毛
求
疵
、
笞

服
其
臣
、
使
証
其
君
、
多
自
以
侵
冤
。

武
帝
が
即
位
し
た
こ
ろ
、
大
臣
や
有
司
は
諸
侯
王
の
「
過
悪
」
を
暴
い
て
は
上
奏
し
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
有
様
は
「
毛
を
吹
き
て
疵
を

求
む
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
「
泰
強
」
な
諸
侯
王
の
勢
力
を
「
稍
く
侵
削
」
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
「
無
罪
に

し
て
臣
下
の
侵
辱
す
る
所
と
為
る
」
者
も
い
た
と
い
う
。
こ
の
史
料
の
後
に
、
こ
う
し
た
状
況
を
嘆
い
た
中
山
王
勝
が
入
朝
の
際
に
武
帝

に
涙
な
が
ら
に
訴
え
、
武
帝
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
推
恩
の
令
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

こ
の
史
料
は
諸
侯
王
の
地
位
変
化
に
つ
い
て
核
心
を
衝
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
諸
侯
王
は
様
々
な
罪
過
を
暴
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
「
侵
削
」
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
侵
削
」
さ
れ
る
の
は
ま
ず
王
国
の
版
図
で
あ
ろ
う
。
呉
楚
七
国
の
乱
以
前
に
も
削
地
が
進
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
推
測
す
る
の
は
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
膠
西
王
端
が
し
ば
し
ば
法
を
犯
し
た
た
め
、
有
司
は
「
其
の

国
を
削
り
、
太
半
を
去
る
」
こ
と
を
請
う
て
い
る
（『
史
記
』
巻
五
十
九
五
宗
世
家
膠
西
于
王
端
条
）。
ま
た
、
梁
王
襄
（
景
帝
弟
の
梁
孝

王
武
の
孫
）
は
「
不
誼
」
な
行
動
を
取
っ
た
た
め
に
八
城
⒃
を
削
ら
れ
て
い
る
（『
史
記
』
巻
五
十
八
梁
孝
王
世
家
）
か
ら
、
こ
の
推
測

は
的
を
射
て
い
よ
う
。

た
だ
し
、「
侵
削
」
の
対
象
に
は
版
図
だ
け
で
は
な
く
諸
侯
王
の
権
限
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
史
記
』
巻
一
百
十
八
淮
南
衡

山
列
伝
に
は
、
衡
山
王
賜
の
罪
過
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

王
又
数
侵
奪
人
田
、
壊
人
冢
以
為
田
。
有
司
請
逮
治
衡
山
王
。
天
子
不
許
、
為
置
吏
二
百
石
以
上
（
如
淳
曰
、「
漢
儀
注
、
吏
四
百

石
以
下
、
自
調
除
国
中
。
今
王
悪
、
天
子
皆
為
置
之
。」）。

衡
山
王
賜
が
「
人
の
田
を
侵
奪
し
、
人
の
冢
を
壊
し
」
た
こ
と
に
対
し
、
武
帝
は
吏
二
百
石
以
上
を
中
央
任
命
と
し
て
い
る
。
諸
侯
王
の

「
過
悪
」
に
対
し
人
事
権
の
制
限
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
事
権
に
つ
い
て
、
如
淳
に
拠
れ
ば
本
来
、
諸
侯
王
は
吏
四
百
石
以
下

の
人
事
権
を
有
し
て
い
た
。
衡
山
王
賜
の
例
は
元
光
六
年
（
前
一
二
九
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
諸
侯
王
が
吏
四
百
石
以
下
の
人
事
権
を
有
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し
て
い
た
と
い
う
の
は
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。『
史
記
』
巻
一
百
八
韓
長
孺
列
伝
に
は

梁
孝
王
、
景
帝
母
弟
、
竇
太
后
愛
之
、
令
得
自
請
置
相
、
二
千
石
、
出
入
游
戯
、
僭
於
天
子
。

と
あ
り
、
梁
王
武
は
竇
太
后
の
寵
愛
を
受
け
て
相
と
二
千
石
の
人
事
を
請
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
つ
ま
り
他
の
諸
侯
王
は
相
と
二
千

石
の
人
事
権
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
当
時
は
二
千
石
よ
り
下
の
人
事
権
は
諸
侯
王
が
有
し
て
い
た
。
冒
頭
に

掲
げ
た
『
史
記
』
五
宗
世
家
は
「
漢
為
に
二
千
石
を
置
く
」
と
あ
る
か
ら
、
王
国
官
の
二
千
石
以
上
だ
け
が
中
央
任
命
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
梁
王
武
の
史
料
は
、
王
国
の
丞
相
が
相
に
改
め
ら
れ
た
中
五
年
以
後
で
梁
王
武
存
命
中
の
景
帝
中
五
〜
六
年
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
先
の
衡
山
王
賜
の
例
よ
り
十
五
年
ほ
ど
遡
る
。『
漢
書
』
に
は
諸
侯
王
の
人
事
権
に
関
す
る
確
た
る
記
述
は
な
い
の
で
断
言
は
で
き

な
い
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
恵
帝
期
に
丞
相
を
中
央
任
命
と
し
た
あ
と
、
景
帝
期
に
更
に
二
千
石
も
中
央
任
命

と
し
た
。
そ
の
後
、
諸
侯
王
の
「
過
悪
」
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
徐
々
に
人
事
権
を
制
限
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
吏

四
百
石
以
下
を
人
事
権
と
し
て
定
め
た
の
で
あ
る
、
と
。

人
事
権
に
関
し
て
は
仮
説
に
過
ぎ
な
い
が
、
武
帝
が
即
位
し
た
頃
に
諸
侯
王
が
「
過
悪
」
に
よ
っ
て
様
々
な
「
侵
削
」
を
受
け
て
い
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
行
動
を
有
司
が
と
っ
た
理
由
は
諸
侯
王
が
「
泰
強
」
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
か
ら
、
中
五
年
改
革
が
本

質
的
変
化
を
促
す
も
の
で
な
か
っ
た
と
す
る
本
稿
の
考
察
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
毛
を
吹
き
て
疵
を
求
む
」
状
況
に
は
、
景
帝
後
半
期
か
ら
武
帝
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
酷
吏
が
関
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
張
湯
は
、

先
述
の
淮
南
王
安
・
衡
山
王
賜
の
謀
叛
の
と
き
や
江
都
王
建
に
罪
が
あ
っ
た
と
き
に
は
「
根
本
を
窮
む
」（『
史
記
』
巻
一
百
二
十
二
酷
吏

列
伝
張
湯
条
）
と
徹
底
的
な
取
り
調
べ
を
し
て
い
る
。
ま
た
景
帝
の
元
皇
太
子
で
あ
る
臨
江
王
栄
が
廟
の
一
部
を
壊
し
た
罪
に
問
わ
れ
た

と
き
、
�
都
は
臨
江
王
栄
を
尋
問
し
、
臨
江
王
栄
が
書
信
を
書
く
た
め
の
刀
筆
を
求
め
て
も
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
（
同
列
伝
�
都

条
）。
魯
謁
居
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
趙
王
彭
祖
を
取
り
調
べ
、
趙
王
彭
祖
の
怨
み
を
買
っ
て
い
る
（
同
列
伝
張
湯
条
）。
彼
ら
の
取
り

締
ま
り
対
象
は
諸
侯
王
に
限
ら
な
い
が
、
法
の
厳
格
な
執
行
に
お
い
て
「
貴
戚
を
避
け
ず
」（
同
伝
�
都
条
、
義
縦
条
、
尹
斉
条
）、
そ
の
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た
め
宗
室
ら
は
非
常
に
恐
れ
た
と
い
う
（
同
伝
�
都
条
、
寧
成
条
）。
彼
ら
の
活
躍
を
見
れ
ば
、
諸
侯
王
が
い
か
に
「
侵
削
」
さ
れ
て
い

た
か
を
理
解
で
き
よ
う
。

上
記
の
よ
う
な
「
侵
削
」
を
受
け
て
徐
々
に
諸
侯
王
の
勢
力
は
削
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
武
帝
期
に
諸
侯
王
の
地
位
が
変

わ
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
次
の
史
料
か
ら
も
窺
え
る
。『
史
記
』
巻
五
十
九
五
宗
世
家
中
山
靖
王
勝
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

常
与
兄
趙
王
相
非
、
曰
、「
兄
為
王
、
専
代
吏
治
事
。
王
者
当
日
聴
音
楽
声
色
」。
趙
王
亦
非
之
、
曰
、「
中
山
王
徒
日
淫
、
不
佐
天

子
拊
循
百
姓
、
何
以
称
為
藩
臣
」。

趙
王
彭
祖
と
中
山
王
勝
の
兄
弟
が
互
い
に
非
難
し
、
中
山
王
勝
は
「
王
者
は
当
に
日
ご
と
に
音
楽
声
色
を
聴
く
べ
し
」
と
し
、
趙
王
彭
祖

は
「
天
子
を
佐
け
百
姓
を
拊
循
せ
ず
し
て
、
何
を
以
て
称
し
て
藩
臣
と
為
さ
ん
や
」
と
述
べ
て
い
る
。
趙
王
彭
祖
は
、
諸
侯
王
を
漢
朝
の

藩
臣
お
よ
び
王
国
の
統
治
者
と
し
て
位
置
づ
け
、
皇
帝
を
助
け
人
民
を
安
ん
じ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
諸
侯
王
の
権
限
が
一
定
程

度
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
諸
侯
王
観
で
あ
る
。
一
方
の
中
山
王
勝
は
、
諸
侯
王
は
毎
日
た
だ
音
楽
を
聴
い
て
い
れ
ば
よ

く
、
官
吏
の
事
務
に
は
関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
諸
侯
王
観
は
漢
朝
や
王
国
に
お
け
る
諸
侯
王
の
現
実
的
な
役
割
は
な
い
と

の
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。

諸
侯
王
が
結
局
は
「
租
税
を
食
む
を
得
る
の
み
」
の
存
在
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
史
料
は
変
わ
り
ゆ
く
諸
侯
王
像
を

示
し
て
い
る
。
ふ
た
つ
の
諸
侯
王
観
が
武
帝
期
に
は
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
実
際
に
「
専
ら
吏
事
を
為
」
す
諸
侯
王
も
い
れ
ば
、

「
徒
に
日
ご
と
に
淫
ま
」
に
す
る
諸
侯
王
も
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
武
帝
期
は
現
実
の
諸
侯
王
の
地
位
が
ま
さ
に
変
化
し
て
い
た
時
代
で

あ
っ
た
。
こ
の
過
渡
期
を
経
て
諸
侯
王
は
「
租
税
を
食
む
を
得
る
の
み
」
の
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
諸
侯
王
の
地
位
に
本
質
的
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
諸
侯
王
を
取
り
巻
く
「
毛
を
吹
き
て
疵
を
求
む
」
よ
う
な
政

治
状
況
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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結

論

本
稿
の
論
旨
は
以
下
の
三
点
に
集
約
で
き
る
。

①
景
帝
中
五
年
改
革
は
諸
侯
王
の
地
位
に
本
質
的
な
変
化
を
促
す
も
の
で
は
な
く
、
恵
帝
期
や
武
帝
期
の
王
国
官
制
改
変
と
同
じ
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

②
諸
侯
王
は
中
五
年
以
後
も
王
国
内
に
お
い
て
も
国
際
的
に
も
高
い
地
位
に
あ
り
、
相
応
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。

③
諸
侯
王
に
本
質
的
な
変
化
を
迫
っ
た
の
は
、
中
五
年
以
後
か
ら
武
帝
期
に
か
け
て
見
ら
れ
る
、
諸
侯
王
を
罪
過
に
よ
っ
て
抑
損
し
て

い
こ
う
と
す
る
政
治
状
況
で
あ
っ
た
。

諸
侯
王
を
罪
過
に
よ
っ
て
抑
損
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
実
は
呉
楚
七
国
の
乱
前
に
�
錯
が
進
め
た
強
硬
的
な
削
地
政
策
と
同
じ
潮
流

に
あ
る
。
�
錯
の
主
張
上
に
位
置
す
る
政
策
を
再
び
景
帝
（
と
武
帝
）
は
採
用
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
�
錯
の
処
刑
後
、
景
帝
は
�
錯
の

政
策
を
「
万
世
の
利
」
を
図
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
た
上
で
処
刑
を
後
悔
し
た
と
言
う
か
ら
（『
史
記
』
巻
一
百
一
袁
�
�
錯
列

伝
）、
景
帝
が
再
び
罪
過
に
よ
る
抑
損
政
策
を
採
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
�
錯
が
進
め
た
時
よ
り
も
穏
便
に
進
め
ら
れ
大
規

模
な
削
地
も
な
い
の
は
、
第
二
の
呉
楚
七
国
の
乱
を
防
ぐ
た
め
「
漢
側
」
諸
侯
王
に
配
慮
し
つ
つ
進
め
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
抑
損
政
策
に
よ
っ
て
、
諸
侯
王
は
徐
々
に
実
権
を
失
っ
て
い
く
。『
漢
書
』
巻
三
十
八
高
五
王
伝
の
賛
に
、

自
呉
楚
誅
後
、
稍
奪
諸
侯
権
、
左
官
附
益
阿
党
之
法
設
。
其
後
諸
侯
唯
得
衣
食
租
税
、
貧
者
或
乗
牛
車
。

と
あ
る
と
お
り
、
呉
楚
の
乱
後
す
こ
し
ず
つ
諸
侯
王
の
権
限
を
奪
い
、
武
帝
期
の
左
官
・
附
益
・
阿
党
の
法
の
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く

「
租
税
を
食
む
を
得
る
の
み
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
五
年
の
官
制
改
革
に
意
義
を
求
め
す
ぎ
て
は
、
武
帝
期
の
動
向
を
正
確
に
は
捉

え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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本
稿
の
結
論
は
ま
た
、
阿
部
氏
⒄
が
述
べ
る
、
元
狩
年
間
に
漢
朝
の
「
外
」
に
あ
っ
た
諸
侯
王
が
「
内
」
に
取
り
込
ま
れ
た
と
す
る
見

解
と
も
関
連
し
て
い
る
。
諸
侯
王
が
漢
朝
の
「
内
」
に
取
り
込
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
で
あ
る
が
諸
侯
王
の
「
国
際
」
的
地
位
は
失
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
権
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
合
わ
せ
、
名
実
と
も
に
諸
侯
王
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
武
帝
期
の
動
向
は
、
後
漢
に
な
っ
て
も
受
け
継
が
れ
る
郡
国
制
に
お
け
る
諸
侯
王
の
位
置
づ
け
を
大
き
く
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注⑴

布
目
潮
渢
「
呉
楚
七
国
の
乱
の
背
景
」（『
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』（
講
談
社
、
一
九
五
一
）。
後
、『
布
目
潮
渢
中
国
史
論
集

上
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
）
に
所
収
）。

⑵

鎌
田
重
雄
「
漢
朝
の
王
国
抑
損
策
」（『
日
本
大
学
世
田
谷
教
養
部
紀
要
』
六
、
一
九
五
七
）。
後
、
同
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』（
日
本
学
術
振

興
会
、
一
九
六
二
）
に
所
収
）。

⑶

杉
村
伸
二
「
景
帝
中
五
年
王
国
改
革
と
国
制
再
編
」（『
古
代
文
化
』
五
六
│
一
〇
、
二
〇
〇
四
）。

⑷

乱
後
、
景
帝
は
楚
に
つ
い
て
の
み
元
王
子
の
礼
に
後
を
継
が
せ
て
い
る
。

⑸

梁
玉
縄
に
拠
れ
ば
、「
御
史
中
丞
」
と
す
る
の
は
「
御
史
大
夫
」
の
誤
り
で
あ
る
。
本
稿
も
ひ
と
ま
ず
「
御
史
大
夫
」
の
誤
り
と
し
て
論
を
進
め

る
。

⑹

杉
村
伸
二
「
前
漢
景
帝
期
国
制
転
換
の
背
景
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
七
│
二
、
二
〇
〇
八
）。

⑺

史
料
中
の
「
�
省
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
顔
師
古
は
「
�
」
を
財
産
の
意
味
に
と
り
、
財
産
を
管
理
し
な
か
っ
た
と
解
釈
す
る
。
こ
れ
に
対
し
蘇

林
や
滝
川
資
言
（『
史
記
会
注
考
証
』）
は
「
�
」
を
お
も
う
、
は
か
る
と
い
う
意
味
に
と
り
、
国
事
を
「
�
省
」
し
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
こ
で

は
後
者
に
従
う
が
、
い
ず
れ
に
解
釈
し
て
も
本
論
の
趣
旨
に
は
影
響
し
な
い
。

⑻

諸
侯
王
国
の
版
図
の
変
遷
に
つ
い
て
は
周
振
鶴
『
西
漢
政
区
地
理
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
）
が
あ
る
。

⑼

御
史
大
夫
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
八
二
）
第
三
篇
第
二
章
「
居
延
出
土
の
詔
書
冊
」・
第
四
章

「
史
記
三
王
世
家
と
漢
の
公
文
書
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
拠
れ
ば
御
史
大
夫
の
職
務
に
は
「
丞
相
を
副
」
け
る
こ
と
以
外
に
「
草
制
官
」
と
し
て
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の
役
割
が
あ
っ
た
。
杉
村
氏
は
こ
れ
に
拠
っ
て
「
実
質
的
に
諸
侯
王
を
王
国
統
治
か
ら
切
り
離
」
し
た
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
述
し
た

膠
西
王
端
や
後
述
の
淮
南
王
安
ら
の
よ
う
に
、
諸
侯
王
が
王
国
行
政
に
関
わ
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
漢
朝
の
御
史
大
夫
と
王
国
の
御
史
大

夫
の
職
掌
は
異
な
る
か
、
御
史
大
夫
が
廃
さ
れ
て
も
草
制
に
は
問
題
な
い
よ
う
別
の
官
が
草
制
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑽

紙
屋
正
和
「
前
漢
諸
侯
王
国
の
官
制
│
内
史
を
中
心
に
し
て
│
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
、
一
九
七
四
）
に
拠
れ
ば
、
内
史
が
強
大
化
し

た
た
め
、
内
史
を
省
き
相
と
中
尉
に
そ
の
職
務
を
分
担
し
て
引
き
継
が
せ
た
と
い
う
。

⑾

こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
改
め
て
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。

⑿
「
与
諸
侯
王
列
侯
会
肄
丞
相
諸
侯
議
」
に
つ
い
て
、『
史
記
集
解
』
は
徐
広
の
、
諸
侯
王
等
が
丞
相
の
所
に
集
ま
っ
て
協
議
し
た
と
す
る
解
釈
を
載

せ
る
。『
史
記
索
隠
』
は
「
与
諸
侯
王
列
侯
会
肄
丞
相
者
議
」
に
作
り
、「
肄
」
は
習
う
の
意
と
す
る
。『
史
記
会
注
考
証
』
も
こ
れ
に
従
っ
て
い

る
。『
校
刊
史
記
集
解
索
隠
正
義
札
記
』
は
「
諸
侯
議
」
は
衍
字
で
あ
り
、「
諸
」
は
「
者
」
の
誤
り
で
後
人
が
こ
れ
に
「
侯
議
」
を
加
え
た
と
す

る
。『
史
記
札
記
』
は
「
与
諸
侯
・
王
列
侯
肄
丞
相
・
諸
侯
議
」
に
作
り
、
丞
相
等
の
議
を
調
べ
そ
の
軽
重
を
は
か
ら
せ
た
と
解
釈
す
る
（
な
お
、

「
趙
王
彭
祖
、
列
侯
臣
譲
等
四
十
三
人
」
と
「
膠
西
王
端
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
議
論
し
た
と
し
、
当
時
長
安
に
い
た
者
だ
け
が
丞
相
等
と
議
論

し
た
と
し
て
い
る
）。
王
利
器
主
編
の
『
史
記
注
訳
』（
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
八
）
は
「
丞
相
諸
侯
」
の
「
諸
侯
」
は
諸
大
臣
と
し
た
上
で
、
諸

侯
王
と
列
侯
に
丞
相
と
諸
大
臣
の
も
と
に
集
ま
っ
て
議
論
さ
せ
た
命
令
と
解
釈
す
る
。
な
お
、『
漢
書
』
は
「
与
諸
侯
王
列
侯
議
」
に
作
る
。
い

ず
れ
も
決
め
手
を
欠
き
判
断
し
が
た
い
が
、
諸
侯
王
が
集
議
に
参
加
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

⒀

永
田
英
正
「
漢
代
の
集
議
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
報
』
京
都
四
三
、
一
九
七
二
）。

⒁
『
史
記
』
巻
十
孝
文
本
紀
に
「
丞
相
陳
平
・
太
尉
周
勃
・
大
将
軍
陳
武
・
御
史
大
夫
張
蒼
・
宗
正
劉
郢
・
朱
虚
侯
劉
章
・
東
牟
侯
劉
興
居
・
典
客

劉
掲
皆
再
拝
言
曰
、「
子
弘
等
皆
非
孝
恵
帝
子
、
不
当
奉
宗
廟
。
臣
謹
請
陰
安
侯
・
列
侯
頃
王
后
与
琅
邪
王
・
宗
室
・
大
臣
・
列
侯
・
吏
二
千
石

議
曰
、『
大
王
高
帝
長
子
、
宜
為
高
帝
嗣
』。
願
大
王
即
天
子
位
」。」
と
あ
り
、
丞
相
や
太
尉
ら
が
当
時
の
宗
室
の
長
老
的
存
在
で
あ
る
琅
邪
王
沢

ら
と
議
論
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⒂

阿
部
幸
信
「
漢
初
「
郡
国
制
」
再
考
」（『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
九
、
二
〇
〇
八
）。

⒃
『
漢
書
』
巻
四
十
七
文
三
王
伝
梁
平
王
襄
条
は
、
八
城
で
は
な
く
五
県
を
削
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
現
時
点
で
は
判
断

で
き
な
い
。

⒄

前
掲
阿
部
氏
論
文
を
参
照
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│
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